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公益財団法人Ｊ＆Ｃ（以下「当財団」という。）は設立以来、国際間の相互理解のも

と、人づくりを通じ、開発途上にある海外の若者を対象として日本において期間を定め

て職業訓練を施し、これからの時代を担う若き人材の育成による国際貢献を目指すこと

を理念に掲げ、中国、ベトナム等からの青年を受入れる外国人技能実習生受入事業（以

下「実習生受入事業」という。）、開発途上国への企業進出に関する調査研究及び支援事

業の２事業を柱にし、それに加えて、開発途上国で編集、発行する教材の物品販売事業、

特定技能に係る支援事業を実施しておる。 

しかしながら、新型コロナ禍で我が国及び派遣国の出入国制限等により、約 2 年間、

実習生が入国できない事態が発生して、また技能実習修了者の帰国困難という事態も発

生し特定活動へ在留資格変更などの対応に追われた。 

大変厳しい状況であるが、監理団体としての責務を果たし、受入機関への指導と技能

実習生への保護に努力した。 

2022 年の 3 月、世界に新型コロナウイルス感染症は収束の気配をみせて入国制限緩

和され、外国人人材の入国が再開された。当財団においても 4月から待ちに待った技能

実習生たちが入国した。新年度にも万全の体制を整えて受入れを行う予定である。 

 2023年度の事業の内容は以下のとおりである。 

 

記 

 

Ⅰ公益事業 

１ 技能実習生受入事業 

 技能実習生受入れ制度は、「団体監理型」が主流となっており他は「企業単独型」に

区分され、当財団は前者である。団体監理型技能実習は事業運営上受入体制・監理体制

の整備拡充を図ることが最も重要である。中でも外国人技能実習生に対する日本語教育
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等の教育コンテンツの拡充を図りながら受入事業を迅速に軌道に載せることが急務で

ある。当面の課題は外国人技能実習法（「実習法」という。）に定める優良監理団体を目

指し、実習実施機関の優良認定化の推進を優先する。 

（１） 送出機関の選抜と連携 

 適正な技能実習受入れ事業は、受入機関だけの努力ではなく、海外の送出機関の技能

実習制度の理解の程度も重要である。そのため、当財団は派遣国の前職企業の調査を行

う等と、送出機関の選定と連携を重要視して臨み、優秀な技能実習生（以下「実習生」

という。）を確保することとしている。また、当財団の担当者等が直接現地に赴き、選

抜試験や面接に立ち合い、或いは skypeを利用して実習生候補者との面接を実施し、18

歳以上の若者で心身ともに健康な人材を選抜する。 

（２） 実習生に対する講習の実施 

 （イ） 海外での事前講習 

 実習生が外国人技能実習生制度の趣旨に沿った技能実習を十分に全うするために

は、日本語能力及び日本への適応力が不可欠である。そのため、当財団は送出機関と

連携して、来日前に事前講習を実施する。事前講習は技能実習制度の趣旨に沿った適

正な技能実習の確保を目的として、技能実習生候補者に対し、４カ月間の事前講習を

行う。講習内容は日本人による日本語・技能習得に関する知識をはじめ、日本での生

活一般に関する知識や我が国でのスムーズな環境適応に関するものである。 

 （ロ） 入国直後の集合講習 

 来日後、一般社団法人 国際教育学院との委託契約により同社の講習センター（千

葉県市酒々井市にある）と新に確保する隔離施設を活用して、対面講習とオンライン

講習を併用しつつ、感染防止対策を講じて 1月間の講習を行う。 

 ・技能実習が円滑に行われるよう、日本の風俗、習慣等生活一般について理解させ

るため、日本語の再教育、日本の企業で使用する用語等技能習得に関する知識。 
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 ・実習生が適法に在留するための知識や労働者として受ける法的保護に関する知識

について外部専門家により教育を行う。 

 ・技能の修得等を安全に行うための知識、規律正しい生活を行うためのルールにつ

いて教育を行う。 

（３） 実習生からの相談体制 

 実習生が抱えている悩み事や相談等に対応するため、フリーダイヤル電話や通信アプ

リ wechat により、24 時間体制で実習生の母国語を話せる職員を配置している。また、

実習生からの苦情・相談等に対しては、正確な実態把握に努め、その都度、的確に指導

を行い、技能実習･生活環境の改善向上に努める。 

（４） 訪問指導及び監査の実施 

 平成 29年 11月 1日、新技能実習法が施行され、その法に基づいた団体監理型技能実

習の実施及び労働に関する法令等の基準を満たし、技能実習を適切に実施する必要があ

るところ、3ヵ月に 1回以上の頻度で監査を実施することである。当該監査は技能実習

法に定める監理責任者の指揮の下で①技能実習の実施状況を実地に確認すること②技

能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受ける③実習生の 4 分の１以上と面談④

実習実施機関の設備、帳簿書類等の閲覧⑤実習生の宿泊施設等生活環境の確認を確実に

実施する。 

 また、「第 1 号技能実習」の活動期間中は、１ヵ月につき少なくとも 1 回以上、受入

れ企業を訪問し、技能実習の実施状況を実地で確認するとともに認定された技能実習計

画に基づいて実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うこととする。なお、技能実習

法及び入管法・労働関係法令の違反が判明した場合は、直ちに監理責任者の指揮の下に

臨時監査を実施する。 

2 開発途上国への企業進出に関する調査研究及び支援事業 

 今年度は、実習生の派遣国である中国及びアジア諸国に関して、政治･経済、投資・
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労働環境、海外事業展開の現況･課題、今後の展望等に関する情報等を収集し、調査研

究の上、海外進出を希望する企業に提供する予定である。 

 企業の海外進出を支援することを目的に、会員企業及び非会員企業関係者からの相談

に積極的に対応する。 

 また、開発途上国への進出を希望している企業を対象とし、より円滑に希望国へ進出

できるよう、対象国や技能実習生派遣国への視察派遣については、新年度においては、

新型コロナウイルス感染状況及びビジネストラックにおける制限等を勘案して実施を

検討する。 

  

Ⅱ 収益事業 

1 教本の販売 

 技能実習を終了し帰国した元実習生をはじめその関係企業、関係者、或いは一般の

方を対象として教材を販売する事業である。 

 帰国後、職場のリーダーを目指して活躍中の者や自ら起業する者のために必要な知

識を身につけさせることを狙いとする所謂スーパーバイザー養成の通信教育教材であ

る「チームリーダー育成通信講座」を開発途上国で編集、発行している。 

 教材は、比較的やさしい日本語で作られているので、日本語の学習にも役立つもの

となっており、やる気と集中力を上げる便利で画期的なチームリーダー育成に役立つ

通信教育用教材であり、中国を中心としてアジア諸国（日本を除く）で展開をする予

定である。 

 2022年においてコロナの影響で実績は有りませんが、2023年度においては、コロナ

禍の状況を見ながら展開検討を行っていく予定である。 

 

 



6 

 

2 在留資格（特定技能 1号）にかかる支援事業 

 2019年度は、特定技能の「登録支援機関」に認定されたが、こちらは収益事業とし

て扱われるため、公益事業と正しく区別して取り組んでおる。 

 当財団は対象となる外国人を受け入れる企業からの委託を受け、第 2 号又は第 3 号

技能実習を修了した実習生等に対して、母国語による生活ガイダンスその他必要な支援

計画の作成や日常生活又は社会生活上の支援を行う体制の整備を図り適正かつ円滑な

在留に質するため実施するもので「特定技能１号」で在留する外国人にかかる支援業務

を行う。2023年度は 50名を予定しております。 


